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○ 子育て・教育環境の充実 

（１）児童虐待防止対策の充実 

（厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【現状・課題】 
○ 児童虐待による死亡事例が依然として後をたたないことから、国の「児童虐待防止対

策体制総合強化プラン」（新プラン）が示され、全国的に取り組むこととされた。 

○ 本市においても、児童虐待相談受付件数が高い水準で推移しており、虐待の未然防止、

早期発見、早期対応に努め、虐待を受けたこどもの自立までの切れ目のない総合的な

支援を行う必要がある。重大な児童虐待ゼロの実現をめざし、積極的に児童虐待防止

対策の充実に取り組むには、安定的かつ継続的な国による制度改正や財政措置が不可

欠である。 

（新プランを踏まえた取組みの強化に係る実態に応じた財政措置） 

○ こども相談センター（児童相談所）の機能強化のため、新プランで示された児童相談

所における児童福祉司等配置基準の変更による大幅な増員に対しての確実な財源措置

や、区役所における相談支援体制・専門性の強化のために、児童相談所に配置する区

役所支援のための児童福祉司を複数ある児童相談所ごとに配置できるよう制度改正及

び財政措置の拡充をすること。 

また、一時保護所の職員配置基準については、児童養護施設の基準の準用ではなく実

態に応じた独自の職員配置基準を示すとともに、必要な財政措置を講ずること。 

○ 児童相談所の複数設置や一時保護所の個室化推進等環境整備に係る経費については、

実態に応じた財政措置を行うこと。 

○ 市民に身近な場所で児童虐待防止に取り組む区役所の機能強化のため、子ども家庭総

合支援拠点の設置を促進する補助金の柔軟な適用や、未就園児等全戸訪問事業補助の

実態に応じ必要となる配置について財政措置の拡充をすること。 

（家庭養育優先の理念の実現に向けた施策の充実） 

○ 児童養護施設等職員の深刻な人材不足を解消するための人材確保に向けた更なる処遇

改善並びに施設等の小規模化を推進するための整備補助など予算制度を改善するこ

と。 

○ 養子縁組民間あっせん機関は、実親・養親希望者を居住地で限定することなく広域に

あっせん対象としていることから、質の向上のための補助制度は、国における全額措

置が必要である。 

【本市の提案・要望】 

○ 児童虐待防止対策体制総合強化プランを踏まえた取組みの強化に係る実態に

応じた財政措置 

○ 家庭養育優先の理念の実現に向けた施策の充実 

担当：こども青少年局 

◆こども相談センターにおける児童虐待相談受付件数の推移 

 

※平成 29 年度の虐待相談件数の減少は、厚生労働省に件数計上の基準について改

めて確認し、その基準の解釈に合わせたためである。 

（件） （速報値） 
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児童相談所特有部分

（心理検査用面接室、

プレイルーム、言語判

定室、カウンセリング

室、診療所など） 

  

  

市役所庁舎として、地

方交付税に算定され

ている部分（事務所部

分など） 

 

 次世代育成支援整備交付金 

 

 

 

                                     

                     

  

 

 一時保護所 児童養護施設 

施設の目的 緊急保護とアセスメント 安定した生活環境を確保し、児童の成長と自立を支援 

新規入所児童 

の受入時間 
24時間 365日（緊急職権保護、警察からの身柄付通告） 平日の日中（事前に児童相談所と調整のうえで、入所日を決定） 

特徴 ・ほとんどが緊急保護であり、常時受け入れができる体制が必要 

・短期間に、様々な課題や特性のある児童が日々入れ替わる 

・所内で学習指導を行う必要がある 

・行動観察を行う必要がある 

・入所前には児童相談所から児童の様子が伝えられる 

・比較的入所期間が長く入れ替わりは少ない 

・日中は学齢期の児童は登校し、幼児は幼稚園に登園し不在 

◆新プラン等に基づき必要となる児童相談所の職員数 

 

◆一時保護所と児童養護施設の比較 

  

◆大阪市の代替養育の現状 

新プラン 

反映 

児童福祉司   ：55 名 

児童心理司    ：33 名 

一時保護所職員 ：59 名 

管理職、事務職等：14 名 

     計  161名 

新プラン等の反映に 

新たに必要となる職員数 

※新プランによる児童福祉司の増員、複数設置による体制整備、一時保護ガイ

ドラインに沿った一時保護所職員の増員を算出。 

児童福祉司数と児童心理司数については平成２９年度児童虐待相談件数をも

とに算出しており、各年度の実績により変動する。 

この他に非常勤嘱託職員を雇用 

一時保護所と児童養護施設では役割が異なる。 ⇒ 必要な職員数の基準を別途作成のうえ、措置費に反映していただきたい。 

◆児童相談所等の整備費用について 

（261名） 

◆未就園児等全戸訪問事業に対する補助の現状 

出典：平成 29年度 

 福祉行政報告例より 

   

施設入所(本体施設)  

987人 

  82.0％ 

 

里親 

107人 

   

 

ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ 67人 

  

 

A市（人口約 10万人） 

 

 

 

 

 

事務職員雇上

費用は 

１名分のみ 

国の補助 

 行政区単位 (24

区)で事務を行う 

 

 

 

大阪市 人口約 270万人 

 

人口規模に 

関係なく 

補助額は同じ 

◆子ども家庭総合支援拠点の補助の現状        

最低配置人員 

※児童人口規模に応じて配置 

 

 

 

 

 

 

上乗せの要件も
満たさないと補
助金が交付され
ない 

現状 

（422名） 

◆こども相談センター（児童相談所）の 
管轄区域 

 
● 

● 

● 

北部こども相談センター 

７行政区を管轄 

（2021 年４月開設予定） 

南部こども相談センター 

４行政区を管轄 

 

こども相談 

センター(中央) 

13 行政区を管轄

（北部開設後) 

 

区役所支援のための児童福祉司の配置 

指定都市は１人⇒ 児童相談所ごとの配置へ 

 

虐待対応専門員の上乗せ 

※児童虐待相談対応件数が全国平

均を上回る市区町村は、児童虐待

相談対応件数等に応じた上乗せ配

置（毎年変動あり） 

 

 

人口規模に見合った 

補助を要望  
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児童相談所 一時保護所 

施設入所 

(地域小規模) 
 43人 

  

 

18.0％ 

   

 

施設の小規模化や里親委託などを推進している 

ものの、依然として施設入所(本体施設)の割合 

が高い 


